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(57)【要約】
【課題】　膨張性メッシュを含む閉塞器具を提供する。
【解決手段】　動脈瘤を処置する閉塞器具は、近位部及
び遠位部を含む内部塞栓性器具を有し得る。前記遠位部
は、第１剛性を有し、前記近位部は、第２剛性を有する
。さらに、前記器具は、押潰し位置と膨張位置とが可能
な膨張性メッシュを有する。前記メッシュは、前記内部
塞栓性器具の近位部の一部の上を覆って配置されており
、同一部に取り付けられ得る。前記第１剛性は、第２剛
性より高く、前記内部塞栓性器具は、前記膨張性メッシ
ュが前記押潰し位置から前記膨張位置に変形するのを手
助けする予め選択された形状を含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　閉塞器具であって、
　近位部及び遠位部を含む内部塞栓性要素であって、前記遠位部が、第１剛性を有し、前
記近位部が、第２剛性を有する、内部塞栓性要素と、
　押潰し位置と膨張位置との間で変形可能な膨張性メッシュであって、前記膨張性メッシ
ュが、前記内部塞栓性器具の前記近位部の一部の上を覆って配置されている、膨張性メッ
シュとを備える、閉塞器具。
【請求項２】
　前記第１剛性が、前記第２剛性とは異なる、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項３】
　前記内部塞栓性器具が、前記膨張性メッシュを前記押潰し位置から前記膨張位置に変形
させるのを手助けする所定の予め選択された形状を有するコイルを備える、請求項１に記
載の閉塞器具。
【請求項４】
　前記膨張性メッシュが、前記内部塞栓性要素の前記近位部を実質的に覆う、請求項１に
記載の閉塞器具。
【請求項５】
　前記膨張性メッシュが、所定の形状を含む、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項６】
　前記膨張性メッシュが、いったん前記膨張位置にくると、前記所定の形状を取る、請求
項５に記載の閉塞器具。
【請求項７】
　前記内部塞栓性要素は、前記第１剛性が前記第２剛性に変化する移行ゾーンをさらに備
える、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項８】
　前記第１剛性が、前記第２剛性より高いか、又は、前記第２剛性未満かの一方である、
請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項９】
　前記第１剛性が、前記第２剛性の少なくとも約１０倍である、請求項１に記載の閉塞器
具。
【請求項１０】
　前記第１剛性が、前記第２剛性の約２０倍以下である、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項１１】
　前記第１剛性が、前記第２剛性の約３０倍以下である、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項１２】
　前記膨張性メッシュが前記押潰し位置にある場合、前記内部塞栓性器具の前記近位部が
、伸長状態にあり、前記膨張性メッシュが、圧縮状態にある、請求項１に記載の閉塞器具
。
【請求項１３】
　前記遠位部が、遠位長を含み、前記近位部が、近位長を含み、前記遠位長が、前記内部
塞栓性要素の全長の少なくとも７％である、請求項１に記載の閉塞器具。
【請求項１４】
　前記膨張性メッシュが、前記押潰し位置におけるメッシュ長を有し、
　前記近位部の前記近位長が、前記押潰しメッシュ長より約２％～５％長い、請求項１３
に記載の閉塞器具。
【請求項１５】
　前記内部塞栓性要素が、所定の形状を有するコイルを備える、請求項１に記載の閉塞器
具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、患者内の血管を閉塞するのに使用される医療器具及び方法、よ
り具体的には、膨張性メッシュを含む閉塞器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　動脈瘤は、血管壁の異常の膨張又は膨れである。典型的には、動脈瘤は、動脈血管の脆
くなった壁において進行する。脆くなった壁に対する血圧の力により、外向きへの異常な
膨張又は膨れをこの壁に生じさせる。動脈瘤の１つの有害作用は、この動脈瘤が血管周囲
の組織に望ましくない圧力を加えるおそれがあることである。特に、動脈瘤が繊細な脳組
織に圧力を加え得る頭蓋動脈瘤の症例において、この圧力は極めて問題となり得る。さら
に、動脈瘤が破裂又は破壊して、死亡を含むより深刻な医療的合併症をもたらし得る恐れ
もある。
【０００３】
　患者が破裂していない動脈瘤を有すると診断された場合、この動脈瘤は、膨張を減少さ
せ、又は、小さくし、この動脈瘤が破裂するのを防止する試みにおいて処置される。破裂
していない動脈瘤は、「クリッピング」として当技術分野において一般的に知られている
ものにより、伝統的に処置されてきた。クリッピングは、外科医が患者の体内を切開し、
動脈瘤を有する血管にアクセスする、侵襲的な外科手術を必要とする。外科医は、動脈瘤
にアクセスすると、動脈瘤への血流を遮断し、動脈瘤が破裂するのを防止するために、ク
リップが、動脈瘤のネックあたりに配置される。クリッピングは、一部の動脈瘤には受容
可能な処置であり得るが、特定種の頭蓋動脈瘤を処置するためのクリッピング手術を利用
することに伴うかなりのリスクがある。このような手術は、一般的に、開脳手術を必要と
し、動脈瘤の位置がリスクをもたらし、この種の手術を使用するのを妨げる場合もあるた
めである。
【０００４】
　血管内カテーテル技術は、頭蓋動脈瘤を処置するのに使用されており、一般的に、より
望ましい。このような技術は、頭蓋又は頭がい骨の切開を必要としない、すなわち、これ
らの技術は、開脳手術を必要としないためである。典型的には、これらの技術は、閉塞器
具（例えば、塞栓性コイル）を患者の血管内の予め選択された位置に送達するカテーテル
を使用することを伴う。例えば、頭蓋動脈瘤の症例では、当技術分野において周知の方法
及び手法が、送達カテーテルの遠位端を患者の血管内に挿入し、頭蓋動脈瘤の部位にガイ
ドするのに使用される。例えば、送達部材の端部に一般的に取り付けられる血管閉塞器具
は、閉塞が動脈瘤内に導入されるまで、送達カテーテルを通って移動する。閉塞器具をカ
テーテル中において送達する方法は、当業者に周知である。
【０００５】
　閉塞器具が動脈瘤に送達され、この動脈瘤内に配置されると、動脈瘤内の血液は、一般
的には、閉塞器具中及び周囲で凝固して、血栓を形成するであろう。周囲の血管からの血
液がもはや動脈瘤内に流れないように、血栓が、動脈瘤を封鎖する。これにより、更なる
膨れ又は破裂を防止する。この配置手順が、所望の数の閉塞器具が動脈瘤内に配置される
まで繰り返される。典型的には、約２０％以上、好ましくは約３５％及び可能であればそ
れ以上の充填密度を得るのに十分なコイルを配置するのが望ましい。
【０００６】
　最も一般的な血管閉塞器具は、塞栓性コイルである。塞栓性コイルは、典型的には、各
種の形状、例えば、らせん形状に巻かれている場合がある金属ワイヤから構築される。先
に説明されているように、手術は、それに凝固する血液のための十分大きい面積が存在す
るように、数多くの塞栓性コイルの使用を必要とする場合がある。塞栓性コイルは、この
ような方法で、動脈瘤への及び動脈瘤内での血液が自由に流れることができる、隣接する
コイル間に相対的にかなりのギャップが存在する動脈瘤内に配置される場合がある。動脈
瘤内への余分なコイルの追加は、この問題を常に解決するものではない。動脈瘤内に多く
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のコイルを配置しすぎることは、望ましくない破裂をもたらす恐れがある。
【０００７】
　別の技術は、ステントに似たメッシュを使用して、動脈瘤を満たすことである。この器
具の利点は、カテーテルを通してメッシュを送達するのに必要とされる直径の何倍にも膨
張し得ることである。これにより、塞栓性コイルとの比較において、３５％を上回る充填
密度を達成するのに必要とされるメッシュの長さをより短くできる。より短い長さは、メ
ッシュが膨張し得るため、メッシュの長さがより短くとも、動脈瘤内でより大きな空間を
占めることができるという事実により規定される。対照的に、この同じ結果を達成するた
めに、より大きい（又はより長い長さの）塞栓性コイルが必要とされる。それらが、同じ
空間を満たすその直径を保持するためである。図２２は、外径（ＯＤ）１ｍｍのメッシュ
、ＯＤ　２ｍｍのメッシュ及びＯＤ　０．３８１ｍｍ（０．０１５０インチ）の塞栓性コ
イル間における、充填密度比較の例を例示する。１０ｍｍの球状動脈瘤において、約４５
％の充填密度が、長さ約７．５ｃｍの２ｍｍメッシュにより達成され、約４５％の充填密
度が、長さ約３０ｃｍの１ｍｍメッシュにより達成される。長さ２００ｃｍを超える（０
．０１５インチの）塞栓性コイルが、約４５％の充填密度に必要とされる。
【０００８】
　この例では、メッシュ及び塞栓性コイルについてのいくつかの課題が強調されている。
メッシュについては、密度が達成される前に、動脈瘤中に十分な長さのメッシュが存在し
ない恐れがある。これにより、支持されていないメッシュが放置され、圧縮をもたらし得
る。圧縮は、メッシュが広がるために起こる。メッシュは、動脈瘤内の血流及び動脈瘤を
通過する血流により圧縮され、それにより、メッシュにより処置された動脈瘤の部分が小
さくなる。処置された部分は、有効点を下回って小さくなる場合があり、十分な充填密度
を得るために、動脈瘤を再度満たすための２回目の手術が必要となる。塞栓性コイルにつ
いて、典型的には、閉塞性コイルは、２００ｃｍより非常に短く、説明されているように
、許容可能な充填密度を達成するのに、複数のコイルが、動脈瘤内に配置されなければな
らない。各塞栓性コイルはカテーテルを通して前進させなければならないため、複数のコ
イルの配置は、手術時間を長くする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、より大きい占有体積を提供して、血液凝固を促進し、手術時間を短縮する
、より良好な閉塞器具について残っている。本発明は、このような種類の器具を提供する
。さらに、複数の器具が使用される場合、本発明の閉塞器具は、動脈瘤を破裂させるリス
クを増大させることなく、隣接する閉塞器具間の空間を効果的に占有することもできる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本明細書において、上記必要性に取り組み得る本発明の種々の例示的な器具が開示され
ている。前記器具は、一般的には、近位部及び遠位部を有する内部塞栓性器具を含み、膨
張性メッシュも含んでもよい。このように、本発明の器具は、１つの器具が使用されるこ
とにより、例えば、長さがより短い器具を使用し、そして、ほとんど器具を使用せずに、
手術時間を最短化し、より高い充填密度を達成するのを可能にする。
【００１１】
　この文脈において、前記内部塞栓性器具の近位部は、医師に最も近い端部であり、前記
遠位部は、医師から最も離れた部分である。前記遠位部は、第１剛性を有し得、前記近位
部は、第２剛性を有し得る。前記閉塞器具は、押潰し位置と膨張位置との間で変形可能な
膨張性メッシュを含むこともできる。前記膨張性メッシュは、前記内部塞栓性器具の前記
近位部の一部の上を覆って配置され得、同一部に取り付けられ得る。前記内部塞栓性器具
の第１剛性は、前記第２剛性より高くあり得る。さらに、前記内部塞栓性器具は、前記膨
張性メッシュを前記押潰し位置から前記膨張位置に変形させるのを手助けする予め選択さ
れた形状を有し得る。
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【００１２】
　本閉塞器具の別の例は、前記内部塞栓性器具の前記近位部全体を実質的に覆う膨張性メ
ッシュを含む。また、前記膨張性メッシュは、前記押潰し位置から前記膨張位置に変形さ
れた際に、前記膨張性メッシュが取る、予め選択された形状を有し得る。前記膨張性メッ
シュのその予め選択された形状は、前記押潰し位置から前記膨張位置への変形を手助けし
得る。さらに、前記内部塞栓性器具は、その近位部及び遠位部の両方において、予め選択
された形状を有することもできる。
【００１３】
　本閉塞器具の更なる例は、第１剛性と第２剛性との間に、移行ゾーンを有する内部塞栓
性器具を含む。前記第１剛性は、前記第２剛性の約１０倍以下であり得る。また、前記閉
塞器具は、長さが変化する近位部及び遠位部を有し得る。例えば、遠位部の長さは、前記
器具の全長の少なくとも約７％でもよい。ここで、前記近位部及び前記遠位部の長さは、
等しくてもよいし、又は、一方が他方より長くてもよい。別の例では、前記近位部の長さ
は、前記遠位部より実質的に長い。
【００１４】
　請求された発明の閉塞器具の例を使用して動脈瘤を処置する例示的方法は、前記遠位部
が、前記近位部より剛性であるように、内部塞栓性要素の前記異なる剛性を構成する工程
を有し得る。より剛性の遠位部は、骨組みコイルとも呼ばれ得る。これにより、以下によ
り詳細に説明されているように、前記遠位部は、前記動脈瘤の「骨組みを作る」ため、メ
ッシュを含む前記近位部は、上記されているように、前記動脈瘤を満たして、適切な充填
密度を達成し得る。
【００１５】
　本発明の閉塞器具は、患者の血管内に配置され得、前記動脈瘤に向けられ得る。その後
、前記内部塞栓性要素の遠位部／骨組みコイルは、前記動脈瘤内に配置されて、所定の形
状（例えば、予め決定された形状）を取り得る。上記されているこの形状は、前記動脈瘤
の「骨組みを作り」得る。前記遠位部が決まった場所にあると、前記閉塞器具の残り部分
が前進する。これにより、前記内部塞栓性要素の近位部を伴う前記膨張性メッシュが、前
記動脈瘤内に配置される。ついで、前記メッシュは、その所定の形状に自己膨張し、前記
動脈瘤を満たして、塞栓性コイル単独の充填密度より高い充填密度を達成し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の上述の態様及び更なる態様は、添付図面と共に以下の説明を参照することによ
って、さらに説明され、添付図面において、種々の図の同様の数字は、同様の構造要素及
び特徴を示す。図面は、必ずしも縮尺通りではなく、代わりに、本発明の原理を例示する
ことに重要性が置かれる。図面は、限定としてではなく単なる例示として、本発明の器具
の１つ以上の実現例を描写している。
【図１】カテーテル内にある本発明の典型的な血管閉塞器具の側面図である。
【図２】本発明の血管閉塞器具の一例の図である。
【図３】内部塞栓性要素（例えば、配置された際の骨組みコイルと近位部）の種々の例を
例示する。
【図４】内部塞栓性要素（例えば、配置された際の骨組みコイルと近位部）の種々の例を
例示する。
【図５】内部塞栓性要素（例えば、配置された際の骨組みコイルと近位部）の種々の例を
例示する。
【図６】内部塞栓性要素（例えば、配置された際の骨組みコイルと近位部）の種々の例を
例示する。
【図７】内部塞栓性要素（例えば、配置された際の骨組みコイルと近位部）の種々の例を
例示する。
【図８】内部塞栓性要素の３－Ｄの複雑な形状を例示する。
【図９】内部塞栓性要素のおおよそ２－Ｄの単純ならせん形状を例示する。
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【図１０】自己膨張性メッシュの側面図を例示する。
【図１１】アッセンブリした際の内部塞栓性要素及びメッシュの部分的に切り離した側面
図を例示する。
【図１２ａ】配置時にコイルがメッシュを形成し得る、血管閉塞器具の例を例示する。
【図１２ｂ】配置時にコイルがメッシュを形成し得る、血管閉塞器具の例を例示する。
【図１３ａ】カテーテルからの部分的な配置後に、再捕捉された（すなわち、カテーテル
内に引き戻された）塞栓性器具の例を例示する。
【図１３ｂ】カテーテルからの部分的な配置後に、再捕捉された（すなわち、カテーテル
内に引き戻された）塞栓性器具の例を例示する。
【図１３ｃ】カテーテルからの部分的な配置後に、再捕捉された（すなわち、カテーテル
内に引き戻された）塞栓性器具の例を例示する。
【図１４】不均一な形状の例におけるメッシュを例示する。
【図１５】メッシュの断面の種々の例を例示する。
【図１６ａ】配置された際の塞栓性器具の３－Ｄの複雑な形状を例示する。
【図１６ｂ】配置された際の塞栓性器具の３－Ｄの複雑な形状を例示する。
【図１７ａ】動脈瘤内に配置されている血管閉塞器具を例示する。
【図１７ｂ】動脈瘤内に配置されている血管閉塞器具を例示する。
【図１７ｃ】動脈瘤内に配置されている血管閉塞器具を例示する。
【図１８】本発明の典型的な方法のフローチャートである。
【図１９ａ】従来技術と本発明の例との間の断面を単純化した比較を例示する。
【図１９ｂ】従来技術と本発明の例との間の断面を単純化した比較を例示する。
【図２０ａ】血管閉塞器具についての複数の単純及び複雑な形状を例示する。
【図２０ｂ】配置されている血管塞栓器具の例及びその拡大部分を例示する。
【図２０ｃ】配置されている血管塞栓器具の例及びその拡大部分を例示する。
【図２０ｄ】血管閉塞器具についての複数の単純及び複雑な形状を例示する。
【図２０ｅ】血管閉塞器具についての複数の単純及び複雑な形状を例示する。
【図２１】血管塞栓器具についての充填密度及び長さ比の例を例示する表である。
【図２２】従来技術のコイルとメッシュの充填密度を比較するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、送達カテーテル１０内にあり、血管閉塞送達システム２０に接続されている、
血管閉塞器具１００の例を概ね例示する。前記カテーテルは、神経血管手術に使用される
典型的なカテーテルである。前記カテーテルのサイズは、治療部位に到達するために前記
カテーテルが通過しなければならない動脈瘤又は身体管腔のサイズ、形状、及び指向性を
考慮して選択される。カテーテル１０は、８０センチメートル～１６５センチメートルあ
たりの有効全長と、５センチメートル～４２センチメートルあたりの遠位長とを有し得る
。カテーテル１０は、０．０２５～０．０７６センチメートル（０．０１０インチ～０．
０３０インチ）あたりの内径（ＩＤ）を有し得る。外径（ＯＤ）は、サイズが変動しても
よく、かつ、その近位部又は遠位部のいずれかにおいて狭くなってもよい。前記外径は、
３　Ｆｒｅｎｃｈ以下であり得る。以下の例について、前記内部塞栓性器具の近位部は、
医師に最も近い端部であり、前記遠位部は、医師から最も離れている。
【００１８】
　閉塞器具１００は、典型的には、動脈瘤５０内に配置されるために、カテーテル１０の
遠位部１２に存在する。カテーテル１０の近位部１４は、送達システム２０を収容し得る
。送達システム２０は、典型的には、閉塞器具１００をカテーテル１０の外で、かつ、動
脈瘤５０内に配置し、及び／又は、カテーテル１０内に回収するために、閉塞器具１００
の近位部１０２に着脱可能に接続している。送達システム２０は、当業者に公知であり、
コイル、メッシュ又は他の器具を配置し、及び／又は、回収するために、本発明の任意の
例と共に、どのようなものでも使用され得る。送達システム２０は、血管閉塞器具１００
を放出する公知の機構のいずれかを含むプッシャー部材を含んでもよい。前記プッシャー
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部材は、機械的、電気的、油圧又は熱的な機構を含み得る。一部の例では、血管閉塞器具
１００は、カテーテル１０の外で、かつ、動脈瘤５０内に押し出され、対照的に、カテー
テル１０及び器具１００を動脈瘤５０に入れ、カテーテル１０を除去する。
【００１９】
　ここで、図２に例示されている閉塞器具１００の例示に切り替えて、閉塞器具１００は
、近位部１０２及び遠位部１０４を有する。遠位部１０４は、例えば、溶接又ははんだビ
ーズの形式において、非侵襲先端１０６を有し得るため、身体の開口部を通して前進する
際に、組織に対して何らの損傷又は傷害を生じさせないように設計されている。閉塞器具
１００は、２つの主要な部分、内部塞栓性要素２００と自己膨張性メッシュ３００とを有
し得る。
【００２０】
　内部塞栓性要素２００は、標準的な塞栓性コイルとして機能し得る。図３～７は、内部
塞栓性要素２００の種々の例を例示する。内部塞栓性要素２００は、近位部２０２及び遠
位部２０４を有し、一部の例では、移行ゾーン２０６を有し得る。内部塞栓性要素２００
は、標準的な塞栓性コイルとして機能し得、比較的剛性でもよいし、又は、比較的柔らか
くてもよい。内部塞栓性要素２００は、当技術分野において通常使用される任意の生体適
合性材料、例えば、ニッケル－チタン合金、コバルトクロム合金、白金、ニチノール、ス
テンレス鋼、タンタル若しくは他の合金；又は、任意の他の適切な生体適合性材料又はこ
れらの材料の組み合わせで製造されていてもよい。内部塞栓性要素２００の剛性は、例え
ば、コイルワイヤ直径、コイル巻き径、コイルピッチ及びコイル材料の典型的なコイルパ
ラメータにより調節され得る。コイルの例において、前記コイルの直径は、動脈瘤嚢のサ
イズ及び形状を考慮して選択される。前記動脈瘤嚢は、各種の形状及びサイズであり得る
。内部塞栓性要素２００は、（以下に説明されている）動脈瘤の形状に一致する、種々の
ランダムなループ設計になり得る。コイル内のループ又はターンの数も、変動し得る。白
金コイルは、直径が約０．０２～０．０６４センチメートル（約０．００８インチ～０．
０２５インチ）であり得る。コイルは、長さが約１～６０センチメートルで変動し得、一
部は、１００センチメートルもの長さであり得る。内部塞栓性要素２００は、放射線不透
過性を提供する放射線不透過性材料、例えば、白金又はタングステンでも製造され得る。
前記放射線不透過性は、閉塞器具１００の送達に役立つ。
【００２１】
　コイルは、その長さに沿って軟らかさ及び剛性が変動し得る。図３～５は、内部塞栓性
要素２００の剛性を変化させるのに使用される種々の例を例示する。これは、コイルピッ
チを空けること（図３）、コイル直径を大きくすること（図４）、又は、より細いワイヤ
を使用すること（図５）によることができる。さらに、コイルは、部分においてアニーリ
ングして、金属を軟らかくすることができる。図６及び７は、その長さに沿って変動する
剛性を有する１本の内部塞栓性要素２００である、剛性を変化させる別の方法を例示する
。図において、移行ゾーン２０６は、遠位部２０４と近位部２０２との間で剛性が変化す
る箇所を例示する。遠位部２０４は、近位部２０２より剛性である。他の例では、全長Ｌ
に沿って移動する際に剛性が複数回変化し得る、複数の移行ゾーンを有してもよいことに
留意されたい。
【００２２】
　一般的な割合において、内部塞栓性要素２００の剛性な遠位部２０４は、典型的には、
内部塞栓性要素２００全体の全長Ｌの５％以上である。他の例では、剛性な遠位部２０４
は、近位部２０２の剛性の約２０～３０倍であり得る。このため、遠位部２０４の剛性は
、第１剛性であると考えることができ、一方、近位部２０２の剛性は、第２剛性であるこ
とができる。図７において、異なる剛性を有する遠位部長Ｌｄ及び近位部長Ｌｐが存在し
得る。例において、前記遠位部長Ｌｄと前記近位部長Ｌｐとの比は、以下に説明されてい
る。
【００２３】
　内部塞栓性要素２００の別の例では、要素２００の全部又は一部は、カテーテル１０か
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ら配置された際、単純又は複雑な所定の構成又は形状を形成するように構成され得る。図
８及び９は、種々の構成の例を例示する。図８は、複雑で、ランダムな三次元形状を例示
する。一方、図９は、単純な二次元らせん形状を例示する。別の例では、内部塞栓性要素
２００の遠位部は、動脈瘤の骨組みを作るのに適した構成を取り得る。この「骨組みコイ
ル」部は、動脈瘤の近くの周辺部に膨張する形状である。自己膨張性メッシュ３００の２
つの端部間の前記内部塞栓性要素の一部は、種々の構成、例えば、強制状態と、配置状態
との間での自己膨張性メッシュ３００の長さにおける差異を吸収するのに適した構成を取
り得る。前記内部塞栓性要素は、１つの連続したコイル又は、同じ若しくは異なるコイル
の複数の部分、又は、例えば、溶接、はんだ付け、クリンピング若しくは他の適切な方法
により互いに結合している他の適切な器具からなる場合がある。
【００２４】
　一例において、図７においてその長さＬｐにより特定されている近位部２０２、及び、
図７においてその長さＬｄにより特定されている遠位部２０４は、少なくともその剛性に
基づいて、全長Ｌにわたって異なる構成を取り得る。一例において、カテーテル１０中に
ある時、前記自己膨張性メッシュの２つの端部間の内部塞栓性要素２００の一部は、圧縮
下にあり得、これにより、図１１におけるように、軸方向への張力又は自己膨張性メッシ
ュ３００の外方向への放射状の伸長が加えられる。メッシュ３００を伸長状態に置くこと
により、メッシュ３００をその最長にし、最小径（すなわち、押潰し状態）にすることが
できる。このプロファイルは、前記器具の送達中の摩擦力を減らす。前記内部塞栓性要素
の圧縮された部分は、カテーテル１０からの前記器具の配置に基づいて、その本来の予め
形成された状態に戻る。前記カテーテル中にある時に圧縮状態にある内部塞栓性要素２０
０を設計することは、種々の長さのワイヤを使用して、コイルを形成することによること
ができる。更なる設計は、前記コイルの近位部の全部又は一部へのメッシュ３００の取付
中に達成され得る。前記コイルの長さより（前記カテーテル中での強制された状態におい
て）わずかに短いメッシュ３００は、前記コイルがカテーテル１０の内側で真っ直ぐであ
る時に、前記コイルに取り付けられ、メッシュ３００は、伸長状態にあり、かつ、その押
潰し状態にある。
【００２５】
　図１０は、複数の材料、例えば、堆積させた薄膜で製造されたメッシュのチューブから
構成され得る自己膨張性メッシュ３００を例示する。自己膨張性メッシュ３００は、複数
のワイヤ、例えば、４～９６本のワイヤを含み得、複数のアロイ、例えば、ニッケル－チ
タン合金、コバルトクロム合金、白金、ニチノール、ステンレス鋼、タンタル若しくは他
の合金；又は、任意の他の適切な生体適合性材料又はこれらの材料の組み合わせで製造さ
れ得る。また、これらの材料は、経時的に患者による吸収性又は非吸収性であり得る。さ
らに、自己膨張性メッシュ３００は、概ね円筒状の形状として例示されているが、一般的
には、管状要素は、以下にさらに説明されているように、種々の形状、例えば、細長の概
ね立方体形状の形態であることもできる。
【００２６】
　メッシュ３００中の開口部３０４は、壁部３０２において、実質的に一体の骨組み又は
メッシュを形成する。このため、開口部３０４は、任意のサイズ、形状又は多孔性のもの
であり得、メッシュ３００の壁部３０２全体にわたって均一又はランダムに間隔があいて
いることができる。開口部３０４は、柔軟性を有する管状要素を提供し、前記押潰し状態
から前記膨張状態及びその逆のメッシュ３００の変形において手助けもする。
【００２７】
　上記されたように、閉塞器具１００は、内部塞栓性コイル２００とメッシュ３００との
アッセンブリを含み得る。例において、アッセンブリするために、内部塞栓性要素２００
は、メッシュ３００のいずれかの端部に位置している開口３０６内に挿入される。これに
より、メッシュ３００は、内部塞栓性要素２００の少なくとも一部を覆う。図１１に例示
されているように、メッシュ３００は、内部塞栓性要素２００の近位部２０２全体、近位
部２０２の一部、近位部２０２の中央を実質的に覆うことができ、少なくとも遠位部２０
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４は覆われていないままである。ついで、メッシュ３００は、摩擦嵌合、生体適合性接着
剤、はんだ、溶接、クリンピング又は体内で使用するのに適した他のアプローチにより、
内部塞栓性要素２００に取り付けられ得る（図示せず）。例において、メッシュ３００は
、任意の数の箇所において、内部塞栓性要素２００に接続され得る。
【００２８】
　一例において、メッシュ３００は、内部塞栓性要素（コイル）２００のより軟らかい部
分、例えば、典型的には、コイル２００の近位部２０２を覆う。このため、メッシュ３０
０の一端は、移行ゾーン２０６に、又は、移行ゾーン２０６近くに取り付けられ得る。例
において、コイル２００の遠位部２０４は、移行ゾーン２０６を基準にして、近位部２０
２より長い。これは、メッシュ３００についての同様であり、メッシュ３００の長さｌは
、典型的には、コイル２００の近位部長Ｌｐより短くあり得る。他の例では、メッシュ３
００は、近位部長Ｌｐより１７％、３４％又は５０％短くあり得る。別の例では、メッシ
ュ３００の長さｌは、内部塞栓性要素２００近位部長Ｌｐ全体とおよそ等しくあり得る。
この例は、メッシュ３００が押潰し状態にある際に、メッシュ３００よりわずかに長い長
さＬｐを含み得る。一例では、近位部長Ｌｐは、長さｌより約２～５％長い、又は、１．
０２ｌ～１．０５ｌ≒Ｌｐである。さらに、その膨張位置における前記メッシュの長さは
、典型的には、長さｌ（すなわち、前記押潰し状態時）未満である。
【００２９】
　別の例として、配置された長さを取るというは、全長Ｌであり、遠位部の最短長Ｌｄｍ

ｉｎを差し引く。このＬｄｍｉｎは、器具全長Ｌの約７％であり得る。前記メッシュ下に
ある内部塞栓性要素２００（一部の例では、前記近位部）の長さは、内部塞栓性要素２０
０も短くなった際に、メッシュ３００がどの程度短くされるかにより決まり得る。これに
より、長さの選択肢の範囲がもたらされる。この例について、強制されたメッシュ長ｌが
、強制されていないメッシュ長の約１５０％以下である場合には、内部塞栓性要素２００
の剛性な遠位部２０４の長さは、内部塞栓性要素２００全体の全長Ｌの約５％である。
【００３０】
　図１２ａ及び１２ｂは、メッシュ３００を内部塞栓性要素２００にアッセンブリする別
の例を例示する。自己膨張性メッシュ３００の端部である端部３０８は、事前形状の内部
塞栓性要素２００の近位部２０２に固定され得る。一方、内部塞栓性要素２００は、図１
２ａに示されているように、実質的に真っ直ぐな構成（例えば、伸長下）にある。カテー
テル１０からの配置後強制されると、自己膨張性メッシュ３００は、図１２ｂに示されて
いるように、膨らんで、短くなり、事前形状の内部塞栓性要素２００がその所定の伸長形
状を取るのを可能にする内部空間を形成する。これにより、内部塞栓性要素２００が自己
膨張性メッシュ３００を形成するのが可能となる。自己膨張性メッシュ３００は、内部塞
栓性要素２００の剛性によりその形状が修飾され得るような、柔軟性を有し得る。別の例
では、内部塞栓性要素（コイル）２００は、自己膨張性メッシュ３００の剛性によりその
形状が修飾され得、自己膨張性メッシュ３００の事前形状に適応するような、柔軟性を有
し得る。このため、近位部２０２は、メッシュ３００の所定の形状により形作られ、それ
自体が事前形状を有する必要がない。
【００３１】
　他の例では、内部塞栓性要素２００の事前形状形成及び自己膨張性メッシュ３００の膨
張は、手術中に閉塞器具１００を使用することのいくつかの利点である。図１３ａ～１３
ｃは、標準的なコイル又はメッシュのいずれかと同様に、閉塞器具１００が、配置及び回
収され得ることを例示する。図１３ａは、マイクロカテーテル１０内側で、その送達シス
テム２０に接続している閉塞器具１００を例示する。閉塞器具１００がマイクロカテーテ
ル１０から押し出されると、器具１００は、その所定の膨張形状を取る。内部塞栓性要素
２００は、短くなり始め、メッシュ３００は、膨張し始める（図１３ｂ）。ただし、完全
な配置及び放出の前に、閉塞器具１００は、必要に応じて、マイクロカテーテル１０内に
回収され得る（図１３ｃ）。
【００３２】
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　図１３ａ～１３ｃは、圧縮状態の近位部（Ｌｐ）も例示する。前記コイルのピッチは、
前記近位部が圧縮状態にあり、膨張しようとするように、遠位部のピッチ（Ｌｄ）とは異
なる。これにより、メッシュ３００は、伸長状態に置かれ、メッシュ３００は、その押潰
し状態を取る。このことは、図１３ａに例示されている。図１３ｂは、カテーテル１０の
外にあり、近位部（Ｌｐ）を除圧し、その事前形状を取り得る器具１００を例示する。同
時に、前記除圧は、前記張力をメッシュ３００から取り除き、これにより膨張を可能にす
る。
【００３３】
　メッシュ３００の外形に戻って、図１４は、コイル２００により伸長されている間の、
メッシュ３００についての不均一な構成の例を例示する。このように、メッシュ３００は
、カテーテル１０中で内部塞栓性要素（コイル）２００にわたって伸長した時は、真っ直
ぐ／管状であり得る。他の例では、伸長形状のメッシュ３００は、非管形状を有し得る。
メッシュ３００は、任意の形状を取り得る。ただし、その形状は、カテーテル１０中に配
置され得、カテーテル１０を通って移動することができなければならない。なお、内部塞
栓性要素２００は、それが配置され得る限り、真っ直ぐでないカテーテル１０中において
、所定の形状を有し得る。内部塞栓性要素２００及びメッシュ３００の形状は、同様でも
、異なっても、又は、補完的でもよい。すなわち、メッシュ３００及び内部塞栓性要素２
００は、異なる形状を有し得るが、その形状は、充填密度を支持し、又は、向上させる。
前記形状は、二次元又は三次元であり得る。
【００３４】
　他の例では、メッシュ３００は、下のコイル２００に沿って、さらにより複雑な構成を
取り得る。図１５は、メッシュ３００についての断面の非限定的な例を例示する。例とし
ては、（１）丸、（２）楕円形及び／又は長円形、（３）スタジアム及び／又はカプセル
、（４）半円及び／又は丸蓋並びに（５）三角形があげられる。これらは、球状、球状蓋
、半球状、卵型、円筒型等を含み得る三次元形状の二次元描画である。
【００３５】
　前記内部塞栓性要素、例えば、コイル２００及びメッシュ３００の構成例は、それがカ
テーテル１０から配置された際の、閉塞器具１００の最終形状をもたらす。図１６ａ及び
１６ｂは、閉塞器具１００が完全に配置された際に形成し得る、複雑な３Ｄ形状を例示す
る。図１７ａ～１７ｃは、動脈瘤５０内に配置されている閉塞器具１００を例示する。カ
テーテル１０は、身体管腔６０を通って動脈瘤５０に送達されている。図１７ａにおいて
、内部塞栓性要素２００の遠位部２０４だけが、カテーテル１０から配置されている。遠
位部２０４は、内部塞栓性要素２００の骨組みコイル部とも呼ばれ得る。骨組みコイル２
０４は、その所定の形状を取り始め、動脈瘤５０の壁部の輪郭を描き、支える構造を形成
する。一定長さの遠位部２０４が配置された後、一部の例では、移行ゾーン２０６が通過
すると、自己膨張性メッシュ３００と共に、近位部２０２は、送達部材又は他の適切な技
術を使用することにより、前記カテーテルから配置され始める。
【００３６】
　図１７ｂは、送達カテーテル１０の外で、動脈内５０内に配置されている、閉塞器具１
００の大部分である、前記内部塞栓性要素（ここでは、コイル２００として示す）及びメ
ッシュ３００の両方を例示する。器具１００は、動脈瘤５０に類似する形状を取る。ただ
し、従来技術の塞栓性コイルと異なるため、器具１００は、より短いコイルを使用し、コ
イルをほとんど使用しない。加えて、メッシュ３００は、血栓を形成及び作製する血液凝
固のためのより大きい表面積を提供する。メッシュ３００が配置された時、メッシュ３０
０は、その所定の形状及び／又は内部塞栓性要素２００の近位部２０２によりメッシュ３
００に課された形状を取る。メッシュ３００は、前記骨組みコイル、すなわち、遠位の「
メッシュでない」端部２０４により形成された構造を満たし始める。最終的に、閉塞器具
１００の位置が十分であれば、器具１００は、図１７ｃに例示されているように、送達シ
ステム２０から取り外され、動脈瘤５０中に残される。本発明の器具を使用することによ
り、外科医は、従来技術の閉塞器具とは異なり、圧縮されることなく、必要な１つの器具
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のみを使用して、十分な充填密度を達成し得る。
【００３７】
　図１８は、本発明の例により動脈瘤を処置する方法の例を例示する。本方法は、コイル
２００及び膨張性メッシュ３００としてここで説明されている、前記内部塞栓性要素を有
する閉塞器具１００の例のいずれかを使用することを含む。この場合、前記膨張性メッシ
ュは、内部塞栓性要素２００の近位部２０２の上を覆って配置されている。内部塞栓性要
素２００の遠位部２０４は、骨組みコイルであり得る。閉塞器具１００は、患者の血管又
は身体管腔内に配置され（工程４００）、動脈瘤に向けられる（工程４０２）。遠位部／
骨組みコイル２０４は、動脈瘤内に配置され（工程４０４）、その所定の形状を取る（工
程４０６）。次に、膨張性メッシュ３００は、内部塞栓性要素２００の近位部２０２と共
に前記動脈瘤内に配置される（工程４０８）。膨張性メッシュ３００は、その膨張した形
状を取る（工程４１０）。本方法の別の例は、前記骨組みコイル／遠位部が、前記近位部
より剛性であるように、前記内部塞栓性要素についての異なる剛性を構成又は選択する工
程を含み得る。例えば、前記剛性は、上記開示されている例示的構成、又は、当業者に公
知の方法を使用して、手術に先立って決定され得る。外科医は、手術中又は手術前のタイ
ミングで、患者に必要なおおよそのサイズ及び剛性を有する閉塞器具１００を選択し得る
。
【００３８】
　図１９ａ及び１９ｂは、本発明の閉塞器具１００を使用する介在、及び、従来の塞栓性
コイルによる従来のコイル法の断面比較を提供する。従来手法では（図１９ａの上部）、
第１コイルである骨組みコイル７０は、動脈瘤内に配置される。骨組みコイル７０は、典
型的には、最も剛性であるか、又は、最も堅く、動脈瘤中で「ケージ」の骨組みを作る。
骨組みコイル７０は、長さが約６０ｃｍ以下であり得る。更なるコイルである、第２コイ
ル７２、第３コイル７４、第４コイル７６等が、動脈瘤内に配置されて、前記動脈瘤が血
栓を達成する密度に満たされるまで、骨組みコイル７０により形成された構造を断続的に
満たす。第２、第３及び第４コイル７２、７４、７６は、骨組みコイル７０より軟らかく
、各連続コイルについて次第に軟らかくなり得る。連続コイル７２、７４、７６は、前記
動脈瘤の壁部に対する圧力を最小化して、破裂の恐れを最小化するために、一般的により
軟らかい。好ましくは、２５％を超える充填密度を達成するために、この従来法では、典
型的には、５～７個のコイルが必要とされる。
【００３９】
　対照的に、図１９ｂは、本発明の閉塞器具１００の例のいずれかを使用するメッシュ法
を例示する。ここで、内部塞栓性要素２００の遠位部２０４は、骨組みコイルとして機能
し得る。自己膨張性メッシュ３００を伴う内部塞栓性要素２００の近位部２０２は、動脈
瘤内に配置され、従来法に使用される複数のコイルに代えて、前記骨組みコイルにより形
成された構造を満たす。塞栓性器具１００は、１つの配置された器具により、４０％を超
える充填密度を達成し得る。これにより、手術時間及び複雑性の両方を最小化されると同
時に、複数のコイルを個々に配置する必要がない。
【００４０】
　図２０ａは、配置された閉塞器具１００の種々の形状の例を図示し、以下の通りである
。（１）直径２ｍｍの丸いメッシュ、低い充填、複雑な形状；（２）直径２ｍｍの丸いメ
ッシュ、高い充填、複雑な形状；（３）直径１ｍｍの丸いメッシュ、低い充填、複雑な形
状：（４）直径１ｍｍの丸いメッシュ、高い充填、複雑な形状、コイルなし；（５）幅３
ｍｍの平らなメッシュ、らせん形状；（６）幅３ｍｍの平らなメッシュ、真っ直ぐな形状
、内部塞栓性要素中のコイル；（７）主軸２．４ｍｍ×短軸０．８ｍｍの楕円形メッシュ
、らせん形状；及び（８）断続的にビーズを含んで形成された直径２ｍｍの丸いメッシュ
。
【００４１】
　図２０ｂ及び２０ｃは、配置された閉塞器具１００の別の例を例示する。図２０ｃは、
図２０ｂの配置された器具の拡大部分である。内部塞栓性要素２００の上を覆うメッシュ
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部（すなわち、メッシュ３００を伴う近位部Ｌｐ）及び内部塞栓性要素２００の骨組み部
分（すなわち、塞栓性要素２００を伴う遠位部Ｌｄ）が特定されている。ここで、両方と
も、完全に配置されており、図２０ｃにおいて、メッシュ３００は、その膨張状態にある
。図２０ｄ及び２０ｅは、本発明の配置された血管閉塞器具の２つの他の例である。
【００４２】
　図２１は、遠位部長（Ｌｄ）ｖｓ器具全長（Ｌ）の数多くの例示となる比を例示する。
動脈瘤について、直径４ｍｍ～３４ｍｍの範囲で計算する。遠位部２０４は動脈瘤５０の
「骨組みを作る」ためのものであり、その上を覆うメッシュ３００を伴う近位部２０２は
、前記動脈瘤を「充填する」ためのものであると、前記計算について仮定する。図２１は
、遠位部長Ｌｄと前記近位部上を覆っている配置された自己膨張性メッシュの長さｌにつ
いての比（図７及び１０を参照のこと）を例示する。前記例は、数多くの仮定のために、
理想化されていると考えられる。１つは、前記コイルがコイル直径（．６３５ｍｍ＝．０
２５”及び．２０３２ｍｍ＝．００８”）と等しい均一な厚みの「球状シェル」を形成し
、前記シェルの外径が、動脈瘤の直径及び中空球と等しく、前記シェルの形状が、メッシ
ュにより前記シェル中の前記コイルと等しい充填密度に充填されることである。他の例で
は、前記中空球中の前記メッシュは、前記シェル中の前記コイルの２倍及び４倍の充填密
度で充填される。これらの例では、充填密度の計算仮定において、前記メッシュは、充填
中にその非強制直径を維持する。コイルとは異なり、メッシュは圧縮可能であり、メッシ
ュをコイルより非常に高い充填密度に充填し得るためである。これらの寸法及び計算は、
例示することを意図しており、請求された発明の範囲を限定することを決して意図してな
い。
【００４３】
　典型的な実施形態は、７％～９７．３％で変動する、Ｌｄと器具全長Ｌとの間の比を有
し得る。他の比の範囲は、約１０％～約２３％、約３０％～約４５％、約５２％～約６９
％、約７１％～約８５％及び約９０％～約９７％を含み得る。
【００４４】
　上記開示されている例に加えて、前記骨組みコイルは、まず、前記遠位部及び前記メッ
シュが、前記内部塞栓性要素の近位部に沿って続く際に、動脈瘤内に配置される。前記配
置順は、逆でもあり得る。このため、前記メッシュを保持している前記内部塞栓性要素の
近位部を配置し、ついで、前記遠位部、すなわち、前記骨組みコイルを配置し得る。逆構
成の例において、任意又は全ての上記されている他のパラメータが利用され得る。あるい
は、前記骨組み端と編み込み端との間の剛性及び長さにおけるバリエーションは、配置の
性質に基づいて変化され得る。
【００４５】
　本明細書に含まれる説明は、本発明の実施形態の例示であり、本発明の範囲をどのよう
にも限定することを意図していない。本明細書に記載されているように、本発明では、骨
組みコイルを伴う本発明の血管閉塞器具並びにこれらを送達する方法の多くの変更及び改
変、例えば、数多くの内部塞栓性要素、コイル構成、前記内部塞栓性要素についての数多
くの剛性特性、数多くのメッシュ外形、前記内部塞栓性要素及びメッシュについての数多
くの材料が考慮される。また、多くの可能な変形例が、材料及び放出機構の構成において
ある。これらの改変は、本発明が関連する当技術分野の当業者に明らかであろうし、かつ
、以下の特許請求の範囲内であることを意図する。
【００４６】
〔実施の態様〕
（１）　閉塞器具であって、
　近位部及び遠位部を含む内部塞栓性要素であって、前記遠位部が、第１剛性を有し、前
記近位部が、第２剛性を有する、内部塞栓性要素と、
　押潰し位置と膨張位置との間で変形可能な膨張性メッシュであって、前記膨張性メッシ
ュが、前記内部塞栓性器具の前記近位部の一部の上を覆って配置されている、膨張性メッ
シュとを備える、閉塞器具。
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（２）　前記第１剛性が、前記第２剛性とは異なる、実施態様１に記載の閉塞器具。
（３）　前記内部塞栓性器具が、前記膨張性メッシュを前記押潰し位置から前記膨張位置
に変形させるのを手助けする所定の予め選択された形状を有するコイルを備える、実施態
様１に記載の閉塞器具。
（４）　前記膨張性メッシュが、前記内部塞栓性要素の前記近位部を実質的に覆う、実施
態様１に記載の閉塞器具。
（５）　前記膨張性メッシュが、所定の形状を含む、実施態様１に記載の閉塞器具。
【００４７】
（６）　前記膨張性メッシュが、いったん前記膨張位置にくると、前記所定の形状を取る
、実施態様５に記載の閉塞器具。
（７）　前記内部塞栓性要素は、前記第１剛性が前記第２剛性に変化する移行ゾーンをさ
らに備える、実施態様１に記載の閉塞器具。
（８）　前記第１剛性が、前記第２剛性より高いか、又は、前記第２剛性未満かの一方で
ある、実施態様１に記載の閉塞器具。
（９）　前記第１剛性が、前記第２剛性の少なくとも約１０倍である、実施態様１に記載
の閉塞器具。
（１０）　前記第１剛性が、前記第２剛性の約２０倍以下である、実施態様１に記載の閉
塞器具。
【００４８】
（１１）　前記第１剛性が、前記第２剛性の約３０倍以下である、実施態様１に記載の閉
塞器具。
（１２）　前記膨張性メッシュが前記押潰し位置にある場合、前記内部塞栓性器具の前記
近位部が、伸長状態にあり、前記膨張性メッシュが、圧縮状態にある、実施態様１に記載
の閉塞器具。
（１３）　前記遠位部が、遠位長を含み、前記近位部が、近位長を含み、前記遠位長が、
前記内部塞栓性要素の全長の少なくとも７％である、実施態様１に記載の閉塞器具。
（１４）　前記膨張性メッシュが、前記押潰し位置におけるメッシュ長を有し、
　前記近位部の前記近位長が、前記押潰しメッシュ長より約２％～５％長い、実施態様１
３に記載の閉塞器具。
（１５）　前記内部塞栓性要素が、所定の形状を有するコイルを備える、実施態様１に記
載の閉塞器具。
【００４９】
（１６）　近位部及び遠位部を含む内部塞栓性要素と、膨張性メッシュとを有し、前記膨
張性メッシュが、前記内部塞栓性要素の前記近位部の一部の上を覆って配置されており、
前記近位部が、前記遠位部とは異なる剛性を有する、閉塞器具を使用して、動脈瘤を処置
する方法であって、
　前記閉塞器具を患者の血管内に配置する工程と、
　前記閉塞器具を前記動脈瘤に向ける工程と、
　前記内部塞栓性要素の前記遠位部を、カテーテルから前記動脈瘤内に配置する工程と、
　前記内部塞栓性要素の前記遠位部により、所定の形状を取る工程と、
　前記膨張性メッシュを、前記動脈瘤内に配置する工程とを含む、方法。
（１７）　前記内部塞栓性要素の前記遠位部が、骨組みコイルであり、前記骨組みコイル
が前記近位部より剛性であるように、内部塞栓性要素の前記異なる剛性を構成する工程を
さらに含む、実施態様１６に記載の方法。
（１８）　前記遠位部が、前記近位部の剛性の少なくとも１０倍の剛性を有する、実施態
様１６に記載の方法。
（１９）　前記遠位部が、前記近位部の剛性より２０倍以下の剛性を有する、実施態様１
６に記載の方法。
（２０）　前記遠位部が、前記近位部の剛性より３０倍以下の剛性を有する、実施態様１
６に記載の方法。
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【００５０】
（２１）　前記遠位部が、前記閉塞器具の全長の少なくとも約７％の長さを有する、実施
態様１６に記載の方法。
（２２）　前記膨張性メッシュが、押潰し位置におけるメッシュ長を有し、
　前記近位部が、近位長を有し、前記近位長が、前記押潰しメッシュ長より約２％～５％
長い、実施態様１６に記載の方法。
（２３）　前記遠位部の剛性が、前記近位部より軟らかい、実施態様１６に記載の方法。
（２４）　近位部及び遠位部を含む内部塞栓性要素と、膨張性メッシュとを有し、前記膨
張性メッシュが、前記内部塞栓性要素の前記遠位部の一部の上を覆って配置されており、
前記近位部が、前記遠位部とは異なる剛性を有する、閉塞器具を使用して、動脈瘤を処置
する方法であって、
　前記閉塞器具を患者の血管内に配置する工程と、
　前記閉塞器具を前記動脈瘤に向ける工程と、
　前記膨張性メッシュを前記内部塞栓性要素の前記遠位部と共に、カテーテルから前記動
脈瘤内に配置する工程と、
　前記膨張性メッシュにより、所定の形状を取る工程と、
　前記内部塞栓性要素の前記近位部を、カテーテルから前記動脈瘤内に配置する工程と、
　前記内部塞栓性要素の前記近位部により、所定の形状を取り、前記動脈瘤の骨組みを作
る工程とを含む、方法。
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